
令和７年度工事請負随意契約一覧（130万円超）

契約番号・種別 件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 契約金額・工期 随意契約理由

世教設随第１号
世田谷区立喜多見中学校体育館トイレ他改修電
気設備工事

株式会社柘植電気 5,809,100

喜多見４－２０－１ 令和7年5月23日～

体育館トイレ改修に伴う電気設備工事、インター
ホン／電気錠設備工事 令和7年10月17日

世教設随第２号
世田谷区立千歳中学校体育館棟トイレ他改修電
気設備工事

株式会社柘植電気 6,624,200

千歳台６－１５－１ 令和7年6月17日～

体育館棟トイレ改修に伴う電気設備工事、イン
ターホン／電気錠設備工事 令和7年11月14日

世教設随第３号
世田谷区立中町小学校外１校給食室給水給湯
配管他改修工事

有限会社菅原設備 1,892,000

中町４－２３－１外１カ所 令和7年6月18日～

給食室内の給水給湯配管、手洗器の取り換え
（中町小学校）／図工室及び理科準備室の給水
管取り換え（九品仏小学校） 令和7年8月29日

世教建随第１号 世田谷区立千歳中学校体育館トイレ改修工事 株式会社高政工務店 18,126,900

千歳台６－１５－１ 令和7年6月18日～

体育館トイレ改修工事、洋便器化、乾式化 令和7年11月14日

世教建随第２号 世田谷区立瀬田小学校仮校庭整備工事
日成ビルド工業株式会社東京支
店

4,330,700

瀬田２－１５－１ 令和7年6月27日～

仮設校舎跡地のダスト舗装 令和7年8月29日

入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条２第
１項第８号の規定により随意契約に至ったもの。

建築工事
東京都世田谷区喜多見五丁目１
４番１８号

当該業者と仮設校舎の賃貸借契約を締結しており、現場で学校関
係者や校舎改築工事業者と動線計画を調整しながら、仮設校舎
の解体作業を進めている。仮に舗装整備から新たな業者が入った
場合、工事動線の混乱から交錯事故等のリスクが高まり、改築・
解体工事を含めた現場全体の安全性に悪影響を及ぼす恐れがあ
るため随意契約に至ったもの。

建築工事
東京都港区三田３丁目１１番２４
号

入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条２第
１項第８号の規定により随意契約に至ったもの。

設備工事
東京都世田谷区喜多見七丁目１
６番１２号

入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条２第
１項第８号の規定により随意契約に至ったもの。

設備工事
東京都世田谷区東玉川二丁目３
５番１８号

入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条２第
１項第８号の規定により随意契約に至ったもの。

設備工事
東京都世田谷区喜多見七丁目１
６番１２号
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